
　
　

〇阪神水道企業団公告式条例
制　定　昭和３５年３月２５日　条例第１号
改　正　昭和３７年９月１５日　条例第３号

昭和４２年２月２７日　条例第２号

（この条例の目的）
第１条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１６条の規定に基く公告式は、この条例
の定めるところによる。
（条例の公布）
第２条　条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその
末尾に企業長が署名しなければならない。

一部改正〔昭和３７年条例第３号、昭和４２年条例第２号〕

２　条例の公布は、企業団公報に登載して行う。ただし、急を要する条例は阪神水道
企業団前の掲示場に掲示して企業団公報の登載に代えることができる。

一部改正〔昭和４２年条例第２号〕

（規則の公布）
第３条　前条の規定は、規則にこれを準用する。
（規程の公表）
第４条　規則を除く外企業長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは
公表の旨の前文、年月日及び企業長名を記入して企業長印をおさなければならな
い。

一部改正〔昭和３７年条例第３号、昭和４２年条例第２号〕

２　第２条第２項の規定は、前項の規定にこれを準用する。
（その他の規則及び規程の公表）
第５条　第２条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他企業団の機関の定める規
則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、第２条中「企業長」とあるのは
「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

一部改正〔昭和３７年条例第３号、昭和４２年条例第２号〕

２　第４条の規定は、企業団の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用す
る。ただし、同条第１項中「企業長名」とあるのは「当該機関名」、「企業長印」と
あるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

一部改正〔昭和３７年条例第３号、昭和４２年条例第２号〕

第６条　条例、規則又は企業団の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該条
例、規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

一部改正〔昭和４２年条例第２号〕

（規程以外の公表）
第７条　第２条第２項の規定は、第４条に掲げる規程以外のもので公表を要する本企
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業団の告示その他の公告に準用する。
一部改正〔昭和４２年条例第２号〕

附　則
（施行の期日）

１　この条例は、公布の日より施行する。
（廃止の条例）

２　従前の阪神上水道市町村組合公告式条例（昭和１１年７月２１日条例第１号）は、廃
止する。
（経過規定）

３　この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則そ
の他規程の施行に関しては、なお従前の例による。

附　則　（昭和３７年９月１５日条例第３号）抄
（施行期日）

１　この条例は、昭和３７年１０月１日から施行する。
附　則　（昭和４２年２月２７日条例第２号）

（施行期日）
１　この条例は、昭和４２年４月１日から施行する。
（経過規定）

２　この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により庁
長がした手続きその他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規
定に基づいて企業長がした手続きその他の行為とみなす。 
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